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集会室使用細則 

第 1 条（目的） 

 この細則は、規約第 18 条に基づき、集会室の管理並びに公正かつ円滑な使用のた

め、必要な事項を定めることを目的とする。 

第 2 条（対象集会室） 

本細則の対象となる集会室は、以下のとおりとする。 

 集会所に付設された集会室、和室等 

第 3 条（休日） 

集会室の休日は、次のとおりとする。 

（1）12 月 30 日から 1月 4日まで 

（2）管理業務については日曜，祝日、月曜は休みとする。 

第 4 条（使用時間） 

 集会室の使用時間は、原則として午前 9 時から午後 9 時まで（ただし、使用準備、

使用後の整理、整頓、清掃等に要する時間を含む。）とする。 

第 5 条（使用の目的） 

 集会室は、組合員、占有者（以下「組合員等」という。）及び管理受託者が次の各

号に掲げる目的のために使用する。 

（1）管理組合の総会、会議並びに自治会活動等の使用 

（2）組合員等の親睦、文化厚生を目的として行う講演、読書、美術、茶道、華道、

洋裁、手芸等の懇談会、講習会、文化教室等 

（3）管理業務の運営 

第 6 条（使用の特例） 

 前条の規定にかかわらず、次の場所には集会室を使用させることができる。 

（1）組合員等が葬儀を行うために使用する場合 

（2）官公庁及び住宅供給公社が居住者のために説明会等を行う場合 

（3）電力会社、ガス会社等公益事業を営む者が組合員に対するサービスを目的とし

て使用する場合 
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（4）前各号に準ずるものその他で、特に理事会が認めた場合 

（5）原則として管理員業務が行われている時間内において、特に理事会が認めた団

体（個人含む）が使用する場合。 

第 7 条（使用の制限） 

 集会室の使用目的が次のいずれかに該当する場合は、その使用を認めない。 

（1）公序良俗を乱す恐れがある場合 

（2）特定の政治活動または宗教活動を目的とする場合 

（3）使用申込書記載の目的以外に使用する恐れがある場合 

（4）危険物、爆発物、毒物等を持込む場合 

（5）管理運営上、支障をきたす恐れがあるもの、及び前各号に準ずるものと理事会

が認めた場合 

（6）使用責任者、使用者が過去に本細則に違背し、組合の指示に従わなかった場合 

2 前項各号の場合には、集会室が使用中であってもこの使用を中止させることができ

る。 

第 8 条（使用上の優先順位） 

 使用の目的により規定する場合の他は、使用順位を次の通り定める（ただし、管理

業務の使用を除く）。 

（1）1位 組合員等の葬儀並びに第 6条第 2号の使用 

（2）2位 管理組合の使用 

（3）3位 自治会（秦野南が丘ウェルシー）の使用 

（4）4位 組合員等及び特に理事会が許可した団体（個人含む）が使用する場合 

2 理事会は、前項 1 位、2 位、3 位の使用上必要ある場合は、優先順位に従い、後順

位の申込者に対して申込日時、申込集会室等を変更し、また、予約を取消すことが

できる。 

第 9 条（申込受付） 

 集会室の使用を希望する組合員等、及び第６条で許可した団体（個人含む）は、所

定の申込書に使用目的、使用日時、集会室名、参加予定人員、使用器具、使用責任者

等を明記し、使用責任者が組合（申込窓口は受付）に申し込まなければならない。 

2 集会室は、その使用目的により、原則としてそれぞれつぎの名号に定める基準に従

って申込みを受付けるものとし、この場合において同一の期日または時間に 2 以上
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の申込みがあったときは、先に申込みを行った者を優先とする。 

（1）管理組合の業務上使用する場合並びに第 6 条第 3 号（第 6 条第 4 号の場合で、

これらに準ずると認められるものを含む。)の場合は、集会室を使用する日の属

する月の前月 1日の午前 9時から申込みを受付ける（ただし、休日の場合は翌日）。 

（2）前号以外の場合は、集会室を使用する日の属する月の前月 3 日の午前 9 時から

受け付ける（ただし、休日の場合は翌日）。 

第 10 条（使用責任者） 

 集会室の使用責任者は、組合員等で成年に達した者、及び第６条で許可した団体の

代表者（個人含む）とする。 

第 11 条（使用上の注意） 

 集会室を使用する者は、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、次の事

項を守らなければならない。 

（1） 使用申込書に記載された目的以外に使用しないこと。 

（2） 使用中みだりに高歌放吟したり、騒音を発する等、他の組合員等の迷惑となる

行為をしないこと。 

（3） 使用上必要な什器備品の配置は使用者が行うこと。 

（4） 使用責任者は、使用後ただちに清掃、タバコの吸ガラ等火気の後始末、戸締り

点検、使用備品の整理、鍵の返還等を遺漏なく行うと共に、受付へ異状の有無

を報告すること。 

（5） ガス等の設備を使用するときは、使用責任者は事前に受付に申し出て、その指

示に従い使用すること。 

（6） 未成年者のみで使用しないこと。 

第 12 条（使用料） 

 集会室の使用料及び取消料は後記のとおりとする。 

2 使用者が第 5 条の規定に基づき他の者の優先使用によるものであるときは、使用

料の請求はしない。 

3 使用料及び取消料は、管理費に充当する。 

第 13 条（使用料の支払） 

使用責任者は、所定の使用料を申込みと同時に管理組合に納入しなければならない。 

第 14 条（損害賠償等） 

 使用者が故意または過失により集会室の建物、設備を損傷し、または什器備品等を

き損若しくは紛失したときは、使用責任者の負担と責任において原状に修復しなけれ

ばならない。 
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バイク置場使用細則 

第 1 条（目的） 

 この細則は、規約第 18 条に基づき、管理組合が専用使用させるバイク置場（以下

「本バイク置場」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第 2 条（使用者の資格） 

 本バイク置場を使用することができる者（以下「使用者」という。）は、現に居住

する組合員及び占有者のうち、次条以下に定めるところにより、管理組合とバイク置

場使用契約を締結した者とする。ただし、原則 1住戸につき 1台とする。 

第 3 条（契約場所の決定） 

 契約場所は、平成 21 年 4 月 1 日を基準日として抽選により決定される。 

2 契約期間は、前項基準日より 2年間とし、以後同様とする。 

3 契約場所の抽選は、契約期間満了前に行われることとする。 

第 4 条（契約順位） 

  使用者となる者の順位は、抽選により当選した者を第１順位とし、以下同補欠の

順位とする。 

2 管理組合は、前項の補欠順位の定まった者（以下「順位者」という。）をバイク置

場登録名簿（以下「名簿」という。）に登録する。 

3 新たに本バイク置場の使用を希望する者は、名簿の末尾に登録することにより順位

者となることができる。 

4 名簿は管理事務室に備えつけるものとし、順位者及び使用希望者から請求があった

場合はこれを閲覧させることができる。 

5 順位者が使用者となった場合又は転居の場合は、順位者の地位を喪失し、その者を

名簿から抹消して順位を順次繰上げる。 

6 本バイク置場に空き区画が生じ、かつ順位者がいない場合は、2 台目以降希望者の

中から抽選により当選した者（以下「一時転使用者」という。）に、本バイク置場

を複数台専用使用させることができる。ただし、本バイク置場を 1 台も専用使用し

ていない順位者（以下「新規順位者」という。）が現れた場合は、新規順位者の名

簿登録日より 2ヶ月以内に本バイク置場を明け渡さなければならない。 

7 前項によりバイク置場を一時転使用させる場合には、管理組合と一時転使用者との

間で、管理組合所定の合意書を取り交わさなければならない。 
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8 一時転使用者の選定は、2 台目希望者、3 台目希望者の順に行い、一時転使用者順

位の名簿を本条第 2 項における名簿と同様に管理する。本条第 6 項における明け渡

しは、一時転使用者順位の末尾にあたる一時転使用者とする。 

第 5 条（使用料） 

  使用者は、管理組合所定の方法により、規約で定める使用料を管理組合へ支払わ

なければならない。 

第 6 条（車輌の制限） 

  本バイク置場に駐車できる車輌は、次のとおりとする。 

（1）原動機付自転車 

（2）自動二輪車 

第 7 条（資格の喪失） 

  管理組合は、使用者が本バイク置場を契約後 3 ヶ月経過しても使用に供さない場

合又は 3 ヶ月以上にわたって使用に供さない場合、当該契約を何らの通知をするこ

となく解除することができる。 

2 使用者がその住戸を第三者に譲渡した場合又は賃貸等によりその住戸から転居し

た場合、管理組合から何らの通知することなく契約は解除となり、当該使用者は直

ちに本バイク置場を管理組合に明渡さなければならない。 

第 8 条（権利譲渡及び転貸の禁止） 

  使用者は、本バイク置場の使用に関する権利を他に譲渡若しくは転貸してはなら

ない。 

第 9 条（使用者の管理責任） 

  使用者は、使用場所を自己の責任で管理するものとし、破損、盗難、その他の事

故について管理組合に対し原状回復又は損害賠償等の請求をすることはできない。 

2 使用者は、管理組合から交付されるステッカーを、その使用する車輌の外部から見

やすい箇所に貼付しなければならない。 

第 10 条（細則の改廃等） 

  本細則の改廃は、総会に出席した組合員の 2分の 1以上で決する。 

2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し決定する。 

附則 

1 本細則は、平成 20 年 5 月 25 日から効力を発する。 

2 前項制定日後の最初の抽選および契約については、第 3条の規定にかかわらず、抽

選を平成 20 年 6 月に実施し、契約期間は平成 23 年 3 月 31 日までとする。



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

















（別表１） 
 

１  事 務 管 理 業 務 仕 様 書  

 
 

業務  
区分  

業 務 内 容  業 務 実 施 要 領  

(1)管理費、修繕積立金、

専用使用料、その他

甲の組合員が甲に支

払うべき金銭（以下

この表において「管

理費等」という）の

収納及び保管 

イ 毎月の管理費等の支払方法については、各組合

員が指定の金融機関に自己名義の口座を設け、そ

の口座から自動振替により原則として、毎月７日

に当月分の管理費等を管理組合に支払う方法によ

ること。  

ロ 管理費等の収納状況は、毎月甲に報告すること。

ハ 管理費等は、甲名義の口座を設けて保管するこ

と。  

ニ 管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲と

の協議のうえ定期預金等に振り替えること。 
(2)委託業務等に要する

諸費用の支払 
  委託業務等に要する諸費用及び甲の指示に基づく諸費

用の支払を行うこと。 
(3)帳簿等の管理   甲の会計帳簿・請求書・領収書等を整理・保管すること。 
(4)未収納金の徴収 イ 管理費等の組合員別の未収納状況を甲に報告す

ること。  

ロ 未収納者に対し、支払期限後３ヶ月の間、督促状・電話・

自宅訪問により、その支払の督促を行うこと。これらの手

続による督促にもかかわらず、なお未収納金を支払わない

者に対しては、乙は責を負わず甲が以降行うものとする。 
 ※ 上記以外の特別な業務が発生した場合の費用は、甲の

負担とする。 

１

 
 

出

 
 

納

 
 

業
 

 

務

 

(5)敷地等に係わる公租

公課の配分、徴収及び

納付 

敷地等に係わる公租公課について、甲に一括課税された

場合、その納付を行うこと。 

(1)管理組合の予算案作

成の補助 
  甲の事業年度開始後２ヶ月以内に、当該事業年度の予算

案の素案を作成し、甲に提出すること。 
(2)管理組合の決算案作

成の補助 
  甲の事業年度終了後２ヶ月以内に、当該事業年度の決算

案を作成し、甲に提出すること。 

２ 

会

計

業

務 

(3)管理組合会計の収支

状況報告 
  甲の事業年度６ヶ月終了後、甲の会計の収支状況につい

て、甲に報告書を提出すること。 
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業務  
区分  

業 務 内 容  業 務 実 施 要 領  

(1)補修工事、設備の保

守点検等の外注に関

する業務 

建物の補修工事、設備の保守点検及び修理並びに建物等

の清掃等（大規模修繕または火災等の事故による修繕を除

く）を外注により、他の業者に行わせる場合に、その発注・

履行・確認その他の必要な業務を行うこと。 
(2)防火管理業務の補助   消防法により、甲が行わなければならない防火管理業務

を補助すること。 
(3)施設運営の補助   駐車場・集会室その他の施設運営の補助を行うこと。 
(4)各種契約の代行 駐車場等の専用使用の契約及びエレベーターその他の

施設の保守、補修等の契約に関する甲の業務を代行するこ

と。 
(5)損害保険契約の代行 共用部分の火災保険及び共用部分又は専有部分の賠償

責任保険の契約締結等に関する甲の業務を代行すること。 
(6)長期修繕計画の立案

の補助 
長期修繕計画案を作成し、甲に提出すること。 

  但し、修繕に関する実施計画書作成等の費用は甲の負担

とする。 
(7)総会、理事会の運営

補助 
甲の総会及び理事会の開催に際し、必要となる資料の作

成、案内の通知、開催準備等甲の総会及び理事会運営の補

助をすること。 
(8)通知事項の伝達 組合員に対する甲又は公的機関からの通知事項の伝達

を行うこと。 
(9)官公庁、分譲業者と

の連絡 
甲の業務に関し、消防署、水道局その他の官公庁もしく

は町内会等又は分譲業者もしくは施工業者との折衝等を

伴った場合、甲を代行しその連絡を行うこと。 

３

 
 

管

 

理

 

運

 

営

 

業

 

務

 

(10)管理業務報告 イ 管理上報告すべきと判断される事項 
ロ 予算外に支出を要した業務 
ハ 予算外で支出の発生が予測される事項 
ニ 次年度予算に組込みが必要な事項及び修繕が必要とさ

れる事項 
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（別表２） 
 

２  管 理 員 業 務 仕 様 書  

 
 
（１）業務の区分及び業務内容 

業 務 区 分  業  務  内  容  

１ 受付等の業務 イ 外来者の応接、居住者との応接、電話の接受、不在者の郵便

物、品物等受渡し及び拾得物の取扱い 

ロ 共用部分に係わる鍵の保管及び貸出並びに管理用備品の管理 
ハ 通知事項等の掲示・配布並びに入居者及び退去者の届出の受

理 
ニ 官公庁との連絡・折衝 

ホ 集会所の受付等 
２ 点 検 業 務 イ 建物、設備及び諸施設の点検、巡視 

ロ 照明の点消灯の確認、管球類等の点検 
ハ 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録 
ニ 各種警報装置の監視 
ホ 上記に関する緊急及び異常時の対応 

３ 清 掃 業 務   玄関廻り、集会室内の清掃 
４ 立 会 業 務 イ 諸設備の保守点検の際の立会い 

ロ 共用部分の修繕工事の際の立会い 
ハ 清掃管理（ゴミ収集時の囲壁破損点検、ゴミ置場の点検、消

毒殺虫等） 
５ 報告連絡業務 イ 定時報告及び緊急時の連絡 

ロ 日誌の記録 
ハ 有害行為を発見した場合の報告と対応 

６ 管理補助業務 イ 防火管理業務の補助 
ロ 未収納金督促業務の補助 
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（２）業務実施の態様 

勤 務 態 様  業  務  実  施  要  領  

通 勤 管 理 員 
（ １ 名 ） 

イ 勤務時間 

 

   午前９時より午後５時までとする。 

 

 

ロ 休  日 

日曜・月曜・祝日・労働基準法に定める有給休暇及び年末年

始４日（12/31～1/3）・夏休み３日 

但し、緊急時においては、勤務時間外であっても適宜処理。 

 

 

ハ 定 位 置 

管理事務所窓口を定位置とするが、日常管理事務実施の場合、

受付にその位置を明示する。 

 

 

 

96



（別表３） 
 

３  設 備 管 理 業 務 仕 様 書  

 

業  務  内  容  
業務対象箇所  共用設備点検として行なうもの 

（管理委託費内） 
その他 

（組合会計支払） 

１ （ 建 物 ） 
建 物 廻 り 
屋 上 
内 外 壁 
共 用 玄 関 周 り 
共 用 廊 下 ・ 階 段 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

 

２ （ 施 設 ） 
集 会 室 
管 理 事 務 室 
ゴ ミ 置 場 
駐 車 場 
バ イ ク 置 場 
自 転 車 置 場 
案 内 ・ 掲 示 板 
扉 ・ フ ェ ン ス 
植 栽 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

 
 
 
 

保守点検 ４回／年 

３ （ 電 気 設 備 ） 
電 力 制 御 盤 
電 灯 分 電 盤 
動 力 電 灯 の 配 線 
照 明 ・ ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ 器 具 
自 動 点 滅 機 
（ タ イ マ ー 機 器 ） 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

外観作動点検   〃 
（時間調整） 

 
 
 
 

管球等取替 

４ （エレベータ設備） 
フ ル メ ン テ ナ ン ス 

 
外観点検   巡回時 

 
保守点検  １回／月 
法定検査  １回／年 

５ （テレビ共聴設備） 
ア ン テ ナ 
増 幅 器 ・ 分 岐 器 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
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業  務  内  容  
業務対象箇所  共用設備点検として行なうもの 

（管理委託費内） 
その他 

（組合会計支払） 

６ （自動火災報知設備） 
受 信 機 
感 知 器 類 
表 示 灯 
電 鈴 
そ の 他 付 属 設 備 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

 
法定点検  ２回／年 

〃     〃 
〃     〃 
〃     〃 
〃     〃 

７ （ 非 常 警 報 設 備 ） 
発 信 機 
受 信 機 
表 示 灯 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 

 
法定点検  ２回／年 

〃     〃 
〃     〃 

８ （ 消 火 設 備 ） 
消 火 器 
そ の 他 付 属 設 備 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 

 
法定点検  ２回／年 

〃     〃 

９ （ 避 難 設 備 ） 
避 難 口 誘 導 灯 
通 路 誘 導 灯 
誘 導 標 識 
避 難 設 備 
避 難 器 具 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

 
法定点検  ２回／年 

〃     〃 
〃     〃 
〃     〃 
〃     〃 

１０ （ 防 犯 設 備 ） 
受 信 盤 
ベ ル ・ 表 示 灯 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 

 
作動点検  １回／年 

 
１１ （ 給 水 設 備 ） 

受 水 槽 
給 水 管 
減 圧 弁 
揚 水 ポ ン プ 
自 動 発 停 止 装 置 
満 減 水 警 報 装 置 
散 水 栓 ・ 止 水 栓 
水 質 検 査 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

  日例検査 

 
内部清掃  １回／年 

４回／年 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

１回／月 
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業  務  内  容  
業務対象箇所  共用設備点検として行なうもの 

（管理委託費内） 
その他 

（組合会計支払） 

１２ （ 排 水 衛 生 設 備 ） 
屋 上 排 水 口 
排 水 管 
雨 水 ・ 排 水 桝 
雨 水 樋 
通 気 管 

 
外観点検   巡回時 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 
〃      〃 

 
都度清掃 

〃 
〃 
〃 
〃 
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